
施策の体系

医療の安全対策の推進

医療従事者等への医療安全に関する知識の普及啓発等により

医療安全相談窓口における対応の納得度
⇒１００％（平成３５年度）

医薬品等の安全対策の推進

ＧＭＰ（製造管理及び品質管理基準）
の教育訓練により

ＧＭＰ調査員数⇒４名（平成３５年度）

病床種別 圏域名
基準病床数 既存病床数

第７期 第６期 Ｈ29年9月末現在

療養病床
及び

一般病床

岐阜圏域 6,459 6,215 7,343
西濃圏域 2,563 1,804 2,679
中濃圏域 2,630 2,484 2,813
東濃圏域 2,613 2,756 2,456
飛騨圏域 1,194 1,293 1,397
計 15,459 14,552 16,688

精神病床 3,577 3,294 3,945
結核病床 65 95 127
感染症病床 30 30 30

基準病床数と既存病床数（総量の目安）

第 ７ 期 岐 阜 県 保 健 医 療 計 画 概 略 版

医療提供体制の構築

がん医療対策の推進

受診勧奨・再勧奨などの取組により

検診受診率向上等の結果

がん検診受診率（平成３５年度）
⇒ ５０％以上
（胃がん、肺がん、大腸がん、
子宮がん、乳がん）

がんの年齢調整死亡率
（７５歳未満）（人口１０万対）
⇒６０以下（平成３５年度）

脳卒中対策の推進

健診受診呼びかけや保健指導により

脳卒中による年齢調整死亡率
（人口１０万対）（平成３５年度）
⇒男性２４以下、女性１２以下

心筋梗塞等の心血管疾患対策の推進

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制の充実により

虚血性心疾患の年齢調整死亡率
（人口１０万対）（平成３５年度）
⇒男性２６以下、女性９．５以下

精神疾患対策の推進

保健、医療、福祉関係者での協議により
精神病床における早期退院率
（平成３２年度）
⇒入院後３ヶ月６９％以上、
６ヶ月８４％以上、１年９１％以上

糖尿病対策の推進

糖尿病予防の啓発や受診勧奨により

糖尿病が強く疑われる者の割合
⇒５．０％以下（平成３５年度）

救急医療対策の推進

MC体制の強化により

心肺停止患者の１ヶ月後の予後（生存率）
⇒１６．４％以上（平成３５年度）

へき地医療対策の推進

へき地医療対策委員会での取組
向上や診療支援のあり方等の検
討により

無医地区等への巡回診療及びへ
き地診療所への医師派遣を合計
年１２回以上実施しているへき地
医療拠点病院の割合
⇒１００％（平成３５年度）

災害医療対策の推進

研修会や取組事例紹介等により

病院の業務継続計画策定率
⇒５０％以上（平成３５年度）

周産期医療対策の推進

周産期医療体制確保により

周産期死亡率（出産千対）
⇒３．０以下（平成３５年度）

小児医療対策の推進

小児重症患者受入体制強化により

乳児死亡率（出生千対）
⇒２．１以下（平成３５年度）

在宅医療対策の推進

在宅医療を担う人材育成確保のための研修を幅広に実施することにより

訪問診療実施医療機関数（平成３２年度）⇒岐阜２４７以上、西濃８２以上、中濃９０以上、東濃７５以上、飛騨５３以上

医療・福祉の連携

高齢化に伴う疾病等への対策

健康診査の受診勧奨や栄養相談・教育
を行うことにより

母子保健対策の推進

妊娠の早期届出、妊産婦の健
康診査の受診勧奨などにより

妊産婦死亡率⇒０（平成３５年度）

障がい児（者）医療対策の推進

医療型短期入所の拡充を図ることにより

超重症児(者)等の医療型短期入所平均
利用日数⇒２２０日/月(平成３５年度) 要支援１、２認定率⇒低下(平成３５年度)

医療の安全の確保

保健医療従事者の確保・養成

医師の育成及び確保の推進

医学生修学資金貸付制度継続、岐大医学部地域枠出身者増等により

人口１０万人当たりの医療施設従事医師数
⇒２３５．９人以上（平成３５年度）

看護職員の確保・養成及び能力向上

復職支援や県内就業推進などにより

人口１０万人当たりの看護職員就業者数
⇒１，３０５．３人以上（平成３５年度）

将来あるべき医療提供体制の実現（地域医療構想）

県民が、可能な限り長く、元気で、豊かな生活を送ることができるよう、医療・福祉の連携の下、急性期か

ら在宅に至るまで、切れ目なく保健医療サービスが提供できる体制を確立する。

基本理念

○医療提供体制の構築 ○医療・福祉の連携 ○保健医療従事者の確保・養成

○医療の安全の確保 ○将来あるべき医療提供体制の実現（地域医療構想）

基本方針

平成３０年度から平成３５年度まで

計画期間

病床の機能分化・連携の推進

医療機関の施設・設備の整備等の推進により、効率的で質の高い医療提供体制を構築

一次医療圏 市町村単位
二次医療圏 ５圏域（岐阜、 西濃、

中濃、東濃、飛騨）
三次医療圏 県全域

医療圏の設定

健康づくりの推進

食生活等の生活習慣の改善や生活習
慣病の発症予防・重症化予防による
健康寿命の延伸を図る

在宅医療・介護体制の充実

在宅医療を支える人材の育成、体制
の整備等を支援し、地域包括ケアシ
ステムを構築

介護施設整備、人材確保対策・資質向上

介護施設の整備及び介護人材の育
成・確保を促進

医療従事者等の育成・確保

医師等医療従事者の育成・確保や地
域偏在・診療科偏在対策のほか、勤
務環境改善を図る

2025年に必要な医療機能
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